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卒
業
資
格
等　

卒
業
時
に
高
校
卒
業

資
格
を
取
得
し
、
陸
曹
候
補
生
た
る
自

衛
官
（
士
長
）
に
任
官
し
ま
す
。
試
験

に
合
格
し
た
一
部
の
生
徒
は
防
衛
大
学

大
学
校
学
生
、
航
空
学
生
（
海
・
空
）

等
の
道
へ
進
み
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部　

有
田

募
集
案
内
所
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浄
化
槽
設
置
補
助
対
策
地
域
の

変
更
に
つ
い
て

現
在
、
事
業
を
実
施
し
て
い
る
有
田
川

町
公
共
下
水
道
事
業
の
第
3
期
区
域
認
可

に
伴
い
、
植
野
地
区
・
角
地
区
・
尾
中
地

区
・
出
地
区
・
西
丹
生
図
地
区
・
東
丹
生

図
地
区
・
垣
倉
地
区
・
畑
浦
地
区
・
庄
一

地
区
・
庄
二
地
区
・
下
徳
田
地
区
・
上
徳

田
地
区
の
全
域
も
し
く
は
一
部
が
、
新
た

に
公
共
下
水
道
事
業
実
施
区
域
に
追
加
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
浄
化
槽
設
置
補

助
金
に
つ
い
て
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
の

で
、
今
後
こ
の
地
区
へ
浄
化
槽
設
置
を
予

定
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

子
ど
も
の
事
故
予
防
教
室
の
開

催
に
つ
い
て

乳
幼
児
死
亡
原
因
の
第
1
位
は
、
不
慮

の
事
故
で
す
。
ま
た
、
死
亡
に
い
た
ら
な

い
患
者
数
は
、
そ
の
何
百
、
何
千
倍
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
保
護
者
の
皆
様
も
ヒ
ヤ
リ

と
し
た
経
験
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
さ

か
の
事
故
が
起
こ
っ
た
と
き
、
救
急
車
が

来
る
ま
で
に
、
病
院
へ
行
く
ま
で
に
、
何

を
し
て
あ
げ
れ
ば
い
い
の
か
、
正
し
い
知

識
や
子
ど
も
に
対
す
る
応
急
手
当
の
方
法

を
一
緒
に
学
び
ま
せ
ん
か
！
ぜ
ひ
、
多
く

の
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
日
時
／
平
成
25
年
11
月
18
日（
月
）
10

時
～
11
時

●
場
所
／
広
川
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

　

広
川
町
広
1
5
0
0

●
対
象
者
／
乳
幼
児
の
保
護
者
等
興
味
の

あ
る
方

●
内
容
／
講
話

『
子
ど
も
の
視
点
で
見
て
み
よ
う
！
』

湯
浅
保
健
所
保
健
福
祉
課
保
健
師

『
知
っ
て
お
こ
う
！
子
ど
も
の
事
故
の

現
状
と
予
防
』
～
実
際
に
起
こ
っ
た
事

故
か
ら
学
ぼ
う
～

湯
浅
広
川
消
防
組
合
職
員

●
申
込
期
限　

平
成
25
年
11
月
14
日（
木
）

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
／
湯
浅
保
健
所
保

健
福
祉
課　
　

☎
６
４
‐
1
2
9
4

■
そ
の
他

○
入
居
に
は
、
所
得
制
限
等
一
定
の
規
定

が
あ
り
ま
す
。

○
家
賃
は
入
居
者
の
所
得
に
よ
っ
て
決
定

し
ま
す
。

○
応
募
者
が
募
集
戸
数
を
超
え
た
場
合

は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
入
居
者
を

決
定
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
建
設
課
・
清

水
行
政
局
建
設
環
境
室

防
衛
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
の
受

付
が
11
月
1
日（
金
）よ
り
開
始
さ
れ
ま
す
。

1　

高
等
工
科
学
校
と
は　

将
来
陸
上
自

衛
隊
に
お
い
て
、
高
機
能
化
・
シ
ス
テ

ム
化
さ
れ
た
装
備
品
を
駆
使
・
運
用
す

る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
に
お
い
て
も

自
信
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
自
衛
官
と

な
る
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、
男
子
中

卒
（
見
込
含
）
17
歳
未
満
の
者
を
対
象

に
採
用
す
る
制
度
で
す
。

2　

待
遇
等　

身
分
は
特
別
職
国
家
公
務

員
（
生
徒
）
で
、
自
衛
官
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
手
当
は
、
生
徒
手
当
と
し
て
月

額
９
４
，
9
0
0
円
と
期
末
手
当
が

年
2
回（
6
月
、12
月
）支
給
さ
れ
ま
す
。

衣
食
住
は
全
員
が
駐
屯
地
（
神
奈
川
県

横
須
賀
市
）
で
生
活
し
、
宿
舎
・
食
事
・

被
服
類
は
、
無
料
及
び
支
給
、
貸
与
さ

れ
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
も
、

農
業
集
落
排
水
事
業
区
域
や
公
共
下
水
道

認
可
区
域
へ
追
加
す
る
場
所
も
あ
り
ま
す

の
で
、
浄
化
槽
を
設
置
し
補
助
金
申
請
を

予
定
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
下
水
道
課

平
成
25
年
度
・
浄
化
槽
管
理
講

習
会
に
つ
い
て

●
目
的
／
浄
化
槽
に
関
し
て
の
手
続
き

や
、
維
持
管
理
等
に
つ
い
て
、
浄
化
槽

設
置
者
に
ご
理
解
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
な
お
、
受
講
済
証
を
発
行
し
ま

す
の
で
、
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
を

提
示
願
い
ま
す
。

●
受
講
対
象
者

・
平
成
25
年
度
合
併
浄
化
槽
設
置
補
助
金

受
給
者
（
受
給
予
定
者
含
む
）

・
新
規
に
浄
化
槽
を
設
置
予
定
さ
れ
て
い

る
方
、
新
規
に
設
置
さ
れ
た
方
。

・
単
独
浄
化
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
へ
の
変

更
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
、
変
更
さ
れ

た
方
。

・
浄
化
槽
を
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
。

・
そ
の
他
浄
化
槽
に
関
係
の
あ
る
方
。

●
開
催
場
所
／
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

●
時
間
／
平
成
25
年
11
月
29
日
：
午
後
1

時
30
分
～

●
受
講
料
／
無
料

■
問
い
合
わ
せ
／
下
水
道
課
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